
飛
脚

小
頭
の
誕
生

池
波
正
太
郎
作

鬼
平
犯
科
帳
（

）

に
登
場
す
る
密
偵
達
は
小
説
や
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
で
活
躍
し
て
い
る
。

大
滝
の
五
郎
蔵
・
小
房
の
粂
八
・
相
模
の
彦
十
・
お
ま
さ
達
を
見
れ
ば
顔
馴
染

み
の
筈
で
あ
る
。
彼
等
は
元
は
盗
賊
で
改
悛
が
あ
り
、
平
蔵
の
情
け
が
あ
っ
て
密

偵
と
し
て
働
き
、
迷
惑
を
か
け
た
世
の
中
に
恩
返
し
を
し
て
い
く
設
定
に
な
っ
て

い
る
。
恩
返
し
の
方
法
は
、
盗
賊
の
中
に
入
り
込
み
情
報
を
平
蔵
に
提
供
し
て
未

然
に
悪
事
を
防
ぐ
役
目
で
あ
る
。

相
模
の
彦
十
や
お
ま
さ
は
、
盗
人
で
は
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
密
偵

は
五
十
名
を
超
え
て
い
た
。
そ
の
中
で
大
滝
の
五
郎
蔵
は
、
大
盗
賊
・
蓑
火
の
喜

之
助
の
も
と
で
修
業
を
つ
み
、
や
が
て
許
さ
れ
て
独
立
し
た
盗
賊
の
本
格
派
。
捕

縛
後
、
舟
形
の
宗
平
と
と
も
に
平
蔵
に
命
を
預
け
て
密
偵
と
な
る
。
の
ち
に
女
密

偵
お
ま
さ
と
夫
婦
に
な
り
、
平
蔵
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
中
核
と
し
て
、
全
編
に
わ
た
っ

て
大
活
躍
し
て
い
る
。
同
心
・
小
野
十
蔵
に
捕
え
ら
れ
た
小
房
の
粂
八
は
、
平
蔵

の
す
さ
ま
じ
い
拷
問
の
末
に
自
白
し
、
親
分
・
野
槌
の
弥
平
一
味
は
捕
縛
、
そ
し

て
処
刑
さ
れ
る
。
平
蔵
に
好
意
を
感
じ
て
い
た
牢
内
の
彼
に
、
か
つ
て
の
お
頭

だ
っ
た
本
格
派
・
血
頭
の
丹
兵
衛
の
数
か
ず
の
汚
い
お
盗
め
が
聞
こ
え
て
く
る
。

こ
の
御
用
が
す
み
次
第
、
必
ず
戻
っ
て
く
る

と
平
蔵
に
約
束
し
た
彼
は
酒
井

同
心
た
ち
と
丹
兵
衛
を
求
め
て
東
海
道
島
田
宿
へ

。
そ
し
て
密
偵
・
小
房
の
粂

八
が
誕
生
す
る
（

）
。（

鬼
平
犯
科
帳
の
世
界

池
波
正
太
郎

文
芸
春
秋

二

五
年
）の

十
蔵
の
話
で
は
、
密
告
し
た
も
の
は
佐
嶋
与
力
が
つ
か
い
こ
な
し
て
い
る

男
で
、
も
と
は
盗
賊
の
岩
五
郎
と
い
い
、
盗
賊
仲
間
か
ら
は
〔
狗
〕
と
よ
ば
れ

る
、
岩
五
郎
は
〔
豆
岩
〕
と
い
う
居
酒
屋
の
あ
る
じ
で
あ
っ
た
が
、
佐
嶋
与
力
に

飛
脚
と
人
足

小

田

忠



は
深
い
恩
義
が
あ
り
、
盗
賊
の
足
を
洗
っ
て
密
偵
に
な
っ
た
男
だ
（

）
。（

鬼
平
犯
科

帳

池
波
正
太
郎

文
芸
春
秋

二

七
年
）

池
波
正
太
郎
は
、
元
盗
賊
た
ち
を
平
蔵
の
下
で
密
偵
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
話
は
、
小
説
だ
け
の
世
界
だ
ろ
う
か
。
現
実
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
に

わ
か
に
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

理
由
は
と
も
か
く
、
盗
賊
の
世
界
か
ら
法
秩
序
の
世
界
へ
の
移
り
変
わ
り
は
、

密
偵
の
倫
理
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
銭
形
平
次
や
人
形
佐
七
の
よ
う
な
目
明
し
と
か
岡
っ
引
き
と
い
わ
れ

た
人
は
、
テ
レ
ビ
で
見
る
よ
う
な
恰
好
の
よ
い
正
義
感
溢
れ
、
倫
理
意
識
の
強
い

人
々
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

目
明
し
金
十
郎
の
生
涯
（

）

は
、
目
明
し
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
し
か
し
こ
の
よ
う
な
賑
わ
い
の
な
か
に
、
街
道
筋
の
や
く
ざ
た
ち
が
少
な
か

ら
ず
入
り
込
ん
で
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
不
良
分
子
を
、
に
ら
み
を

利
か
し
て
取
り
締
ま
り
う
る
者
は
、
や
は
り
や
く
ざ
た
ち
に
顔
の
通
っ
た
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
目
明
し
と
か
通
り
者
こ
そ
適
任
だ
っ

た
。

二
金
十
郎
は
そ
れ
ら
を
家
人
に
ま
か
す
こ
と
が
多
く
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら
ば
く
ち

に
ふ
け
り
、
自
宅
で
賭
場
を
開
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

各
地
の
賭
場
に
も
出
入
り
し
、
や
く
ざ
仲
間
で
は
、
相
当
の
顔
役
に
な
っ
て

い
た
。
そ
れ
だ
け
に
陸
奥
の
岩
代
地
方
に
か
ぎ
ら
ず
、
岩
城
地
方
に
あ
っ
て

も
、
そ
れ
ら
の
地
方
の
各
地
に
顔
役
と
し
て
蟠
踞
す
る
親
分
衆
と
は
、
親
し

い
仲
間
関
係
を
結
び
つ
つ
あ
っ
た
。

三
も
っ
と
も
陣
屋
が
目
明
し
に
任
命
す
る
場
合
、
逆
に
博
徒
の
側
か
ら
い
え

ば
、
目
明
し
に
な
る
ま
で
に
は
、
通
り
者
・
通
り
者
役
と
か
目
明
し
雇
・
目

明
し
分
と
か
の
過
程
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前
二
者
は
博
徒
で

あ
り
な
が
ら
、
陣
屋
の
御
用
を
折
に
ふ
れ
て
承
る
ほ
ど
、
陣
屋
と
の
接
近
度

が
高
く
な
っ
て
い
る
者
で
、
単
な
る
顔
役
と
も
ち
が
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
目
明
し
雇
・
目
明
し
分
も
、
右
の
二
者
と
の
区
別
が
む
ず
か
し
い
が
、

ほ
と
ん
ど
正
目
明
し
の
地
位
に
近
づ
い
た
者
を
、
公
式
に
任
用
す
る
場
合

は
、
こ
の
よ
う
な
地
位
を
与
え
た
。

四
目
明
し
の
芝
居
な
ど
の
興
行
出
願
に
対
し
て
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

で
き
る
だ
け
許
可
を
与
え
る
と
い
う
の
が
封
建
領
主
側
に
お
け
る
暗
黙
の
方

針
と
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
の
奉
公
筋
つ
ま
り
探
索
活
動
に
対
す
る
補
償
と
さ

え
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
金
十
郎
の
生
涯
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
過

程
で
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
で
は
、
や
く
ざ
達
と
顔
見
知
り
で
あ
る
こ
と
。

二
で
は
、
ば
く
ち
が
好
き
で
、
家
に
お
い
て
も
賭
場
を
開
き
、
各
地
の
賭
場
に
行

き
、
各
地
の
親
分
衆
と
親
し
い
仲
間
で
あ
る
こ
と
。

三
は
、
博
徒
で
も
あ
る
が
、
取
締
側
の
信
用
も
構
築
し
つ
つ
あ
る
。

四
に
お
い
て
、
探
索
活
動
の
補
償
と
し
て
興
行
に
際
し
、
許
可
を
与
え
る
こ
と
が

暗
黙
の
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
出
て
く
る

通
り
者

は

や
く
ざ
者

そ
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
。

と
断
言
し
て
い
る
の
が

大
君
の
通
貨
（

）

で
幕
末
の
金
貨
流
失
を
実
証
的
に
研
究

を
し
た
佐
藤
雅
美
は
、

花
輪
茂
十
郎
の
特
技
（

）

の
世
界
に
お
い
て
も
地
方
の
研



究
を
怠
っ
て
い
な
い
。
こ
の
書
の
刊
行
を
機
に

や
く
ざ
者
の
系
譜
（

）

を
考
え
、

馬
場
文
耕
の

当
世
武
野
俗
談
（

）

、
東
随
舎
の

古
今
雑
談
思
出
草
紙
（

）

か
ら
引

用
し
て

通
り
者

が

や
く
ざ
者

と
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
八
州
廻
り
が
お
か

れ
た
文
化
二
年
頃
か
ら

通
り
者

と
い
う
言
葉
が
消
え
て

悪
党
者

無
宿

長
脇
差

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。

や
く
ざ
者

と
い
う
言
葉
が
一
般
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
と
指
摘
し
て
い
る
。

目
明
し
金
十
郎
の
生
涯

を
見
る
限
り
や
く
ざ
を
取
り
締
ま
る
な
ら
、
そ
の

世
界
に
い
た
や
く
ざ
か
ら
適
任
者
を
探
す
の
が
よ
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
銭

形
平
次
や
人
形
佐
七
と
は
随
分
違
う
。

と
い
う
の
も
、
銭
形
平
次
も
人
形
佐
七
も
裏
の
稼
業
と
縁
が
な
か
っ
た
筈
で
あ

る
。
た
だ
、
彼
ら
は
、
仕
事
上
悪
者
や
悪
戯
を
し
た
者
に
注
意
を
し
、
罪
を
犯
し

た
者
に
は
、
罪
を
償
え
ば
暖
か
く
見
守
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぐ
ら
い
の
交
際
で
あ

る
。

江
戸
の
奉
行
で
あ
っ
た
根
岸
鎮
衛
（
元
文
二
年

一
七
三
七

文
化
十
二
年

一
八
一
五

）
は
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
か
ら
亡
く
な
る
直
前
ま
で
の
随

筆
集
で

耳
袋
一
（

）

巻
の
三
に
目
あ
か
し
と
い
え
る
者
の
事

い
に
し
え
は
公
に
も
目
あ
か
し
を
つ
か
い
給
う
事
あ
り
。
一
名
、
お
か
っ
引

と
唱
う
。
い
っ
た
ん
盗
賊
の
仲
間
に
入
り
て
盗
み
を
業
と
し
け
る
者
を
、
そ

の
罪
を
免
し
、
悪
党
を
捕
え
る
一
助
と
な
す
事
な
り
。
し
か
る
に
元
来
悪
党

の
事
ゆ
え
、
お
の
れ
が
罪
を
ま
ぬ
が
れ
ん
た
め
、

か
ゝ
る
盗
賊
の
有
所
を

知
り
た
り
。
か
く

の
悪
党
を
捕
え
申
さ
せ
ん

な
ど
い
い
て
、
か
え
っ

て
罪
な
き
の
人
を
捕
え
、
お
の
れ
が
罪
を
ま
ぬ
が
る
ゝ
事
多
し
。

元
は
盗
賊
の
仲
間
で
盗
み
を
業
と
し
て
い
る
者
を
、
召
し
取
り
、
軽
犯
罪
者
の

罪
を
免
じ
、
手
先
と
し
て
悪
党
を
捕
ま
え
る
密
偵
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を

収
集
し
て
上
司
に
報
告
す
る
が
、
す
べ
て
を
報
告
す
る
訳
で
は
な
い
。
自
分
の
都

合
の
い
い
よ
う
に
罪
な
き
人
に
罪
を
な
す
り
つ
け
る
こ
と
も
横
行
し
た
。

目
明
し
金
十
郎
の
生
涯

で
は
、
や
く
ざ
達
と
顔
見
知
り
で
、
金
十
郎
の
家

で
も
賭
場
を
開
い
て
い
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
博
徒
の
身
分
で
あ
り
な

が
ら
取
り
締
ま
り
側
の
信
用
も
あ
っ
た
。
支
配
の
方
は
、
補
償
と
し
て
興
行
の
許

可
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は

暗
黙
の
了
解

ら
し
い
。
役
人
の
狗
に
な
る
と
、

や
く
ざ
達
は
警
戒
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鬼
平
犯
科
帳

に
登
場
す
る

密
偵
達
は
、
誰
一
人
と
し
て
平
蔵
の
手
先
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
は
い
な
い
。

や
く
ざ
達
に
し
て
み
れ
ば
情
報
を
提
供
し
た
目
明
し
に
見
返
り
を
求
め
る
と
す
れ

ば
お
目
こ
ぼ
し
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

同
じ
く
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
五
十
才
の
久
隅
は
江
戸
に
出
て
、
荻
生
徂
徠

や
将
軍
の
側
近
で
あ
っ
た
成
島
か
ら
学
び
、
川
崎
宿
で
名
主
と
し
て
の
豊
か
な
経

験
を
基
礎
に
し
て
、
一
年
余
り
で

民
間
省
要

を
書
き
上
げ
た
。
水
利
問
題
で

は
河
状
を
無
視
し
て
定
型
の
水
制
を
設
置
し
て
い
る
事
の
誤
り
を
批
判
し
、
治
水

の
項
で
は
現
場
を
知
ら
な
い
工
事
関
係
者
の
問
題
を
取
上
げ
、
人
夫
を
遠
方
か
ら

派
遣
す
る
者
の
浪
費
を
批
判
し
た
。
こ
の
書
が
将
軍
側
近
の
道
筑
を
通
じ
て
将
軍

吉
宗
に
伝
わ
り
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
五
月
に
支
配
勘
定
格
に
抜
擢
さ
れ
、

飛脚と人足



川
除
御
普
請
御
用
と
し
て
活
躍
し
た
。

民
間
省
要
（

）

で
は

一
近
年
世
に
目
あ
か
し
と
云
者
出
来
て
、
六
ヶ
敷
知
れ
に
く
き
詮
議
事
を
見
出

し
聞
出
し
て
、
間
落
し
決
行
仕
能
き
と
云
よ
り
、
官
所
そ
れ

の
下
に
は

必
目
あ
か
し
と
云
ふ
も
の
有
、
是
を
首
伐
共
言
事
は
、
す
で
に
首
を
刎
ら
る

べ
き
罪
人
の
内
よ
り
、
他
の
悪
事
を
訴
人
し
、
又
御
詮
議
の
事
に
付
其
事
を

注
進
し
、
兎
角
各
地
の
親
分
衆
と
は
周
知
で
も
あ
っ
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の

賭
場
に
出
入
り
を
し
、
あ
ろ
う
こ
と
か
金
十
己
れ
が
首
の
代
に
人
の
首
を
切

取
る
事
に
て
命
た
す
か
り
、
伝
馬
町
の
牢
内
に
居
て
、
時
々
官
所
へ
召
し
て

御
尋
の
事
を
承
り
、
品
に
よ
り
て
は
諸
方
へ
つ
か
は
さ
れ
て
は
、
罪
有
者
を

窺
問
ふ
事
を
業
と
す
、

時
代
は
下
り
文
化
年
間
に

世
事
見
聞
録
（

）

が
刊
行
さ
れ
た
。

今
の
男
立
は
そ
れ
に
事
替
り
、
第
一
悪
党
に
て
、
右
の
如
く
博
奕
そ
の
ほ
か

御
法
度
の
事
の
み
行
ひ
、
そ
の
上
多
く
は
岡
つ
引
と
も
、
目
明
し
と
も
唱
ふ

る
者
に
な
り
、
こ
れ
は
火
付
け
・
盗
賊
そ
の
外
の
悪
党
を
捜
し
出
し
て
、
そ

の
役
筋
の
者
へ
密
か
に
告
ぐ
る
事
な
る
が
、
今
は
隠
密
に
告
ぐ
る
に
あ
ら

ず
、
表
向
き
に
顕
は
し
て
、
役
人
の
手
先
の
威
を
振
ひ
け
る
故
、
今
こ
れ
に

懼
れ
任
せ
置
く
故
、
弥
増
勝
手
儘
に
悪
事
を
な
し
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
き
時

は
、
己
が
子
分
・
子
方
な
ど
い
へ
る
手
下
の
者
を
、
我
が
罪
代
人
に
出
し
、

又
は
己
が
遺
恨
あ
れ
ば
、
罪
な
き
者
を
も
罪
を
拵
へ
て
牢
獄
に
入
れ
、
又
は

空
気
者
と
少
し
も
金
銭
を
持
ち
た
る
に
は
、
敢
て
勧
め
て
御
法
度
な
る
事
を

行
は
し
め
て
、
そ
の
金
銭
を
欺
き
取
り
た
る
跡
に
て
、
罪
人
に
堕
し
、
又
は

人
の
妻
妾
を
奪
ひ
取
り
、
ま
た
そ
の
妻
妾
を
手
段
の
種
に
遣
ひ
て
、
人
を
犯

し
奪
ひ
な
ど
す
る
な
り
。

京
都
町
触
集
成
（

）

に
も
目
明
し
の
行
状
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。

一
六
三
五
【
古
・
衣
】

一
目
明
し
之
類
一
切
相
止
候
、
向
後
役
人
下
目
付
抔
の
様
に
申
な
し
、
ね

た
り
か
ま
し
き
も
の
在
之
候
ハ

其
者
之
名
所
承
置
、
早
速
役
所
へ
可

申
出
候
、
縦
役
人
目
付
に
て
も
金
銀
ハ
申
不
及
、
何
之
品
に
て
も
礼
物

等
遣
ひ
、
内
証
ニ
而
事
を
済
し
置
候
者
在
之
段
相
聞
候
ハ

、
当
人
ハ

元
よ
り
其
町
之
名
主
家
主
五
人
組
迄
可
為
越
度
事

（

）

目
明
し
の
類
は
使
用
し
て
は
い
け
な
い
。
役
人
・
大
目
付
け
の
様
に
振
る
舞
い
強

請
り
が
ま
し
い
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
者
の
名
前
と
住
所
を
覚
え
て
お
き
、
役
所
へ

申
し
出
る
事
。
た
と
え
役
人
・
目
付
け
で
も
金
銀
は
言
に
及
ば
ず
礼
物
を
遣
い
、

内
緒
に
事
を
済
ま
す
者
な
ど
か
い
た
り
、
聞
い
た
ら
そ
の
町
の
名
主
・
家
主
・
五

人
組
の
落
ち
度
に
な
る
。

一
雑
色
私
之
権
威
を
以
、
方
内
之
寺
社
百
性
町
人
等
江
非
議
を
申
、
又
ハ

金
銀
其
外
何
ニ
而
も
無
心
ヶ
間
敷
義
申
掛
候
ハ

取
敢
不
申
、
其
訳
早

速
役
所
へ
可
申
出
候
、
若
隠
置
後
日
相
聞
候
ハ

、
当
人
ハ
不
及
申
、

其
所
之
役
人
等

迄
相
咎
可
申
事

（

）

雑
役
な
ど
を
し
て
い
る
者
が
権
威
を
か
さ
に
き
て
、
寺
社
・
百
姓
・
町
人
な
ど
に

悪
口
を
言
っ
た
り
、
金
銀
を
強
請
る
事
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
語
ら
ず
、
そ
の
理



由
を
役
所
へ
来
て
い
い
な
さ
い
。
も
し
隠
し
た
り
し
て
、
後
日
そ
の
こ
と
を
聞
く

こ
と
に
な
れ
ば
、
当
人
は
勿
論
役
人
達
も
咎
め
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

一
科
な
き
者
、
若
外

さ
し
口
に
て
入
牢
等
申
付
、
難
儀
に
お
よ
ひ
候
段

伝
承
候
ハ

、
親
類
縁
者
ハ
勿
論
、
一
町
之
者
共
并
其
外
ニ
も
存
候
者

ハ
無
遠
慮
早
速
訴
出
、
吟
味
可
相
願
事
（

）

右
之
趣
、
洛
中
洛
北
末
々
軽
き
も
の
迄
も
触
き
か
せ
可
申
者
也

罪
な
き
者
、
外
よ
り
の
情
報
に
よ
り
入
牢
と
申
し
つ
け
ら
れ
て
難
儀
に
な
っ
た
者

は
、
親
類
・
縁
者
は
も
ち
ろ
ん
、
町
の
者
そ
の
他
に
も
知
り
合
い
が
い
れ
ば
遠
慮

な
く
出
訴
し
吟
味
を
願
う
こ
と
。

大
阪
で
は
、
目
明
し
と
呼
ば
ず
に

手
先

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

大
阪
市
史

第
四
（

）

達
一
三

六

文
化
六
年
七
月
十
三
日

一
是
迄
町
廻
り
組
与
力
同
心
共
怪
敷
風
躰
之
者
見
當
、
召
捕
候
節
、
差
掛
り

手
足
兼
候
得
者
、
拠
無
手
先
ニ
召
連
候
長
吏
・
小
頭
・
若
キ
者
共
ニ
差
留

さ
セ
、
最
寄
之
町
会
所
へ
為
引
入
置
候
儀
も
有
之
処
、
近
頃
右
手
先
之
者

共
心
得
違
、
与
力
同
心
等
壱
人
も
不
居
合
内
、
右
差
留
候
者
申
口
等
承

り
、
怪
敷
者
ハ
懐
中
等
之
品
ヲ
も
相
改
候
事
有
之
由
ニ
候
得
共
、（
後

略
（

）
）

怪
し
い
者
を
召
捕
り
、
さ
し
留
め
し
て
い
る
最
中
に
与
力
・
同
心
が
不
在
に
な
る

と
、
召
捕
っ
た
者
の
懐
中
の
品
を
改
め
る
こ
と
が
あ
る
。

触
四
三

一

文
化
十
一
年
四
月
五
日

大
坂
役
木
戸
并
四
ヶ
所
長
吏
小
頭
共
儀
、
都
而
悪
党
者
等
之
風
説
為
聞
繕
、

且
組
之
も
の
廻
り
方
出
役
之
節
茂
、
召
連
さ
セ
来
り
候
処
、
連
年
一
躰
之
本

位
を
致
忘
却
、
次
第
ニ
手
先
之
も
の
相
増
、
在
町
之
も
の
共
へ
対
し
、
不
作

法
之
事
等
有
之
由
相
聞
候
ニ
付
、（
後
略
（

）
）

手
先
等
は
元
々
の
役
目
を
忘
れ
、
次
第
に
手
先
の
数
も
増
加
し
、
在
町
の
者
に
対

し
て
不
作
法
な
こ
と
も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

達
一
九
一
七

天
保
九
年
六
月
十
四
日

当
表
役
木
戸
并
四
ヶ
所
長
吏
小
頭
共
、
身
分
慎
方
之
儀
ハ
、
先
年

度
々
申

渡
、
其
節
々
市
中
江
も
触
渡
置
候
儀
ニ
在
之
処
、
近
来
町
人
共
之
内
ニ
も
、

猥
ニ
鉄
刀
脇
差
を
帯
し
、
役
筋
手
先
与
偽
、
町
会
所
へ
罷
越
、
酒
飯
等
為
差

出
、
代
銭
不
相
払
、
又
ハ
木
賃
米
代
相
払
候
積
之
受
取
書
為
差
出
、
其
儘
引

取
候
も
の
も
在
之
哉
ニ
相
聞
、（
中
略

（

）
）

一
役
筋
手
先
之
も
の
、
煮
売
屋
等
へ
立
寄
酒
飯
為
差
出
、
ち
ぼ
と
唱
候
類
之

悪
党
も
の
連
行
、
右
酒
飯
代
悪
党
も
の
共
ニ
為
相
払
候
事
も
在
之
哉
ニ
相

聞
候
、
以
之
外
不
埒
之
事
ニ
候
、（
後
略
）

最
近
、
鉄
刀
や
脇
差
を
差
し
、
役
筋
の
手
先
と
偽
り
、
町
会
所
へ
行
き
酒
飯
を
出

さ
せ
、
金
を
支
払
わ
な
い
。
ま
た
は
、
木
賃
の
米
代
の
受
取
書
を
受
け
取
り
そ
の

ま
ま
引
き
取
る
者
が
い
る
。

手
先
の
も
の
ど
も
が
、
煮
売
屋
へ
立
ち
寄
り
酒
飯
を
出
さ
せ
、
ち
ぼ
を
連
行
し
、

飛脚と人足



ち
ぼ
に
酒
飯
代
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

触
五
五
八
七

天
保
十
四
年
九
月
六
日

役
木
戸
・
長
吏
・
并
手
先
之
者
、
別
而
在
々
非
人
番
共
儀
、
在
町
之
者
へ
対

し
、
不
礼
法
外
之
振
舞
於
有
之
ハ
、
可
訴
出
候
事
、（
後
略
（

）
）

手
先
の
者
を
含
め
て
在
町
の
者
へ
無
礼
や
法
外
の
振
舞
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。

参
考
二
二
五

安
政
三
年
四
月
二
十
八
日

一
町
々
ニ
而
異
説
・
違
変
・
并
盗
難
・
迷
惑
筋
、
其
外
手
先
之
者
者
勿
論
、

都
而
役
威
を
以
不
直
不
法
之
及
所
業
居
候
儀
御
座
候
ハ

早
々
持
場
手
附

之
内
江
為
御
知
可
被
下
候
、（
後
略

（

）
）

手
先
の
者
は
、
正
直
で
は
な
く
、
法
を
お
か
し
て
い
る
所
業
を
見
た
ら
直
ぐ
に
手

付
け
へ
連
絡
し
な
さ
い
。

大
阪
で
は
目
明
し
の
事
を

手
先

と
よ
ん
で
い
る
。
右
の
法
令
に
も
示
し
て

い
る

手
先

達
の
悪
事
を
戒
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
は
、

目
明
し

と
か

手
先

た
ち
が
権
威
を
嵩
に
き
て
の

横
暴
な
振
る
舞
い
が
目
に
付
く
、
今
で
こ
そ

目
明
し

だ
が
、
元
は
自
分
達
が

い
た
場
所
故
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
言
え
る
し
、
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
で

き
る
振
る
舞
い
も
あ
る
。

悪
党
の
事
は
、
悪
党
仲
間
が
熟
知
し
て
い
る
。
人
足
の
件
も
人
足
あ
が
り
が
一

番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
宮
崎
三
昧
の

雲
助
（

）

に
は
、

道
中
人
足
廻
し

の
仕

事
を
経
験
し
た
長
吉
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

幕
末
の
頃
、
元
締
め
は
、

シ
タ
馬

小
差

の
二
種
を
雇
い
入
れ
て
い

る
。
こ
の
二
人
が
道
中
人
足
の
宰
領
に
出
る
。

シ
タ
馬

の
仕
事
は
人
足

の
世
話
で
あ
る
。
長
持
ち
を
か
つ
ぐ
人
足
が
百
人
二
百
人
と
い
て
、
一
里
ご

と
に
飯
を
食
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
の
茶
屋
で
は
長
持
ち
の
飯
は

盛
ら
な
い
。
長
持
茶
屋
し
か
飯
を
盛
ら
な
い
。
ど
の
宿
で
も
二
軒
か
三
軒
の

常
店
が
あ
り
、
ど
の
宿
の
貫
目
立
場
が
ど
こ
に
あ
る
か
知
ら
な
い
よ
う
で
は

シ
タ
馬

は
勤
ま
ら
な
い
。
長
持
ち
の
上
げ
下
ろ
し
を
指
図
し
、
実
際
棒

を
肩
に
あ
て
た
者
で
な
け
れ
ば
、
人
足
共
か
ら
侮
ら
れ
る
か
ら

シ
タ
馬

は
人
足
か
ら
上
が
る
。

小
差

は
別
名

銭
ク
レ

と
い
う
。
難
し
い
仕
事
で
、
古
渡
唐
桟
の

着
付
け
、
脚
絆
、
草
鞋
、
一
本
差
し
の
出
立
ち
で
人
足
に
付
い
て
歩
く
。
元

締
め
か
ら
金
を
受
取
り
、
宿
の
支
払
い
、
髪
結
銭
、
落
し
紙
ま
で
面
倒
を
み

る
。
髪
を
結
う
に
も
人
数
が
多
い
か
ら
一
晩
二
晩
で
は
結
い
切
ら
な
い
。
毎

晩
髪
を
結
う
こ
と
に
な
る
。
江
戸
か
ら
の
手
人
足
を
連
れ
て
い
て
、
道
中
人

足
に
酒
手
を
遣
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
手
人
足
を
連
れ
て
来
て
、
道
中

の
人
足
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
渡
り
銭
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

銭

ク
レ

の
本
職
で
、
甚
だ
難
し
い
仕
事
で
あ
る
。

ま
た
、
道
中
人
足
に
も
種
々
あ
り
、
朝
か
ら
ブ
ラ
リ
と
馬
を
引
き
来
る
百
姓

お
よ
び
宿
の
者
、
助
郷
か
ら
来
る
百
姓
、
宿
人
足
が
あ
る
。
宿
の
遠
近
に
よ



り
酒
手
が
違
う
し
。
宿
の
状
況
に
よ
っ
て
も
山
が
あ
り
、
川
も
あ
る
。
特
に

箱
根
の
よ
う
に
難
場
に
住
む
雲
助
は
東
海
道
一
の
顔
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て

酒
手
が
高
い
。
そ
れ
に
、
団
体
に
惣
花
を
渡
し
、
そ
れ
で
い
て
黙
っ
て
も
ら

い
に
来
る
や
つ
が
甚
だ
駄
目
で
、
そ
い
つ
の
顔
を
見
分
け
て
見
分
け
る
能
力

が
必
要
で
あ
る
。
中
山
道
で
も
東
海
道
で
も
多
く
の
雲
助
の
顔
を
熟
知
し
て

い
な
け
れ
ば

銭
ク
レ

の
役
は
勤
ま
ら
な
い
。

こ
の
話
は
的
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
後
の

南
三
井
家
交
通
記
録
集
（

）

参
勤
交
代
史
料
集
（

）
・
御
例
集

の
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
信
憑
性
が
高
い

よ
う
に
思
う
。
目
明
し
金
十
郎
や

大
阪
市
史

・

京
都
町
触
集

・

耳

袋

・
田
中
丘
隅

民
間
省
要

・
武
陽
隠
士

世
事
見
聞
録

の
世
界
も
時
代

は
違
う
が
、
江
戸
期
を
通
じ
て
度
重
な
る
触
れ
や
各
種
の
随
筆
を
見
て
も
、
別
段

外
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
な
い
。
強
く
言
う
な
ら
目
明
し
達
の
根
性
は
似
た
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
で
こ
そ

鬼
平
犯
科
帳

に
登
場
す
る
密
偵
達
も
浮
か

ば
れ
る
し
、
目
明
し
の
存
在
を
通
じ
て
飛
脚
請
負
の
人
足
達
の
相
貌
も
浮
か
ん
で

く
る
。

人
足
達
が
い
る
人
足
小
屋
は
、
親
方
が
い
て
通
常
博
打
を
し
て
い
る
場
所
で
あ

る
。
右
の
史
料
か
ら
現
実
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
才
あ
る
者
を

シ
タ
馬

小
差

と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
難
儀
な
道
中
を
無
事
に
通
行
し
よ
う
と

思
う
な
ら
、
彼
ら
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
通
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と

金
が
必
要
で
あ
る
。
川
越
・
山
越
え
が
終
わ
る
と
祝
儀
を
出
し
た
り
、
酒
手
を
出

す
。
勿
論
、
宿
に
到
着
し
て
も
酒
手
を
出
さ
な
け
れ
ば
機
嫌
よ
く
働
い
て
く
れ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
日
常
的
に
慣
例
化
し
て
い
た
か
ら
多
少
色
を
つ
け

て
下
さ
い
よ
、
と
言
わ
れ
れ
ば
黙
っ
て
渡
す
の
が
当
時
の
流
儀
だ
っ
た
と
言
え

る
。

大
名
道
中
で
の
飛
脚
屋

宝
暦
七
丁
丑
年

江
戸
道
中

交
代
中

金
銀
宿
覚
に
よ
る
と

（
七
月
ご
ろ
）

一
、
上
下
三
十
七
人
（
飛
脚
請
負
業
者
が
派
遣
し
た
人
足
・
江
戸
六
組
問
屋
仲

間
）

此
泊
休
旅
籠
代

鐚
七
十
九
貫
三
百
三
十
文

内
四
十
九
貫
二
百
七
十
二
文

但
、
上
下
共
十
二
泊
。
上
百
二
十
文
（
旅
籠
で
の
宿
泊
金
額
に
差

が
あ
る
）

下
一
人
百
十
文
。

三
十
貫
六
十
文

但
上
下
共
十
三
休

一
休
六
十
文
（
休
憩
中
の
小
遣
い
）

牽
馬
一
疋

但
、
十
二
泊
十
三
休
一
泊

此
旅
籠

二
百
二
十
文
。
一
休
ニ
付
百
二
十
四
文
、
人
二
人
立

泊
休
鐚

四
貫
二
百
七
十
二
文

飛脚と人足



継
馬
七
疋

但
、
一
疋
ニ
付
七
貫
三
十
三
文

此
馬
銭
鐚
四
十
九
貫
二
百
三
十
九
文

鐚
百
三
十
二
貫
八
百
五
十
一
文

内
一
貫
六
十
三
文

郡
山
よ
り
伏
見
迄
ハ
通
し
馬
ニ
付
、
一
疋
ニ
付
伏
見

迄
駄
賃
三
疋
分
引
之
。

残
鐚

此
金
三
十
両
一
分

内
渡
し

右
は
郡
山
ニ
而
請
取
之
。

（
八
月
ご
ろ
）

一
、
上
下
三
十
七
人

此
泊
休
旅
籠
代
八
十
五
貫
七
百
五
十
文

内
、
五
十
三
貫
三
百
七
十
八
文

但
、
上
下
共
十
三
泊

上
百
二
十
文

下
一
人
百
十
文

三
十
二
貫
三
百
七
十
二
文

但
上
下
共
十
四
休

一
休
六
十
文
ッ
ゝ

牽
馬
一
疋

但
十
三
泊

一
泊
二
百
二
十
文

十
四
休

一
休
百
二
十
四
文

人
二
人
立

此
泊
休
旅
籠
代

四
貫
六
百
二
十
文

継
馬
七
疋

但
一
疋
ニ
付
七
貫
百
二
十
四
文

此
馬
銭
四
十
九
貫
八
百
七
十
二
文

鐚
百
四
十
貫
二
百
五
十
文

内

三
貫
二
百
四
十
五
文

江
戸
よ
り
戸
塚
宿
迄

伏
見
よ
り
郡
山
迄
通
馬
ニ
付
、

右
場
所
三
疋
分
継
馬
駄
賃
引
之

但
、
一
疋
ニ
付
一
貫
七
十
九
文

四
百
四
十
五
文

右
之
内

金
三
十
一
両

寅
八
月
六
日
請
取
之
。

一
、
上
下
三
十
四
人

柳
沢
五
郎
右
衛
門
殿
内
沢
幡
文
治

此
泊
旅
籠
代
二
十
八
貫
三
百
二
十
文

此
金
六
両
二
分
鐚
二
百
八
文

但

上
下
共
原
宿
、
并
、
吉
原
宿
江
七
泊
分
外
ニ
三
人
口
付
、
沓
籠

持
行
。

右
は
、
八
月
二
十
一
日
夜
、
藤
枝
ニ
而
請
取
之
。

島
田
駅
渡
リ

一
、
金
四
両
一
分

柳
沢
五
郎
右
衛
門
殿
内
沢
幡
文
治



但

上
下
三
十
四
人
一
人
ニ
付

金
二
朱
ッ

右
は
、
八
月
二
十
六
日
夜
、
島
田
ニ
而
請
取
之
。

島
田
駅
渡
リ

一
、
金
七
両
二
分
鐚

柳
沢
五
郎
右
衛
門
殿
内

四
百
三
十
二
文

沢
幡
文
治

但

上
下
三
十
四
人

八
泊
分

右
は
、
八
月
二
十
八
日
夜
、
島
田
ニ
而
請
取
之
。

一
、
上
下
三
十
四
人

柳
沢
五
郎
右
衛
門
殿
内
沢
幡
文
治

此
泊
旅
駕
代
四
貫
三
百
九
十
文

此
金
一
両
鐚
四
十
文

但

府
中
駅
一
泊
分

上
一
人
百
三
十
文

下
一
人
百
二
十
八
文

伊
賀
路
通
東
海
道
十
泊
十
一
休
路
用

往
計

江
戸
詰
切

大
井
衛
守

供
連

御
貸
人

侍
三
人

内
一
人
手
人

鎗
持
一
人

手
人

草
履
取
一
人

具
足
櫃
持
一
人

長
柄
持
一
人

御
貸
人

合
羽
籠
持
二
人

挟
箱
持
一
人

陸
尺
四
人

継
馬
四
疋

上
下
十
五
人

内
三
人
手
人

十
月
朔
日
相
場

七
十
二
匁

一
、
銀
五
百
二
十
四
匁

鐚
八
十
五
貫
四
百
二
十
五
文

訳
鐚
二
十
五
貫
五
百
四
文

継
馬
四
疋

飛脚と人足



是
は
、
本
馬
一
疋
ニ
付
六
貫
三
百
七
十
六
文
御
定
之
通
。

同
十
四
貫
二
百
二
十
八
文

上
下
十
五
人
泊
リ
旅
籠

是
は
、
上
一
人
ニ
付
一
泊
百
十
文
、
下
一
人
ニ
付
一
泊
九
十
文
ッ

、
御

定
之
通
。

同
二
貫
百
五
十
二
文

上
下
四
人
休
旅
籠

是
は
、
上
一
人
ニ
付
一
休
五
十
三
文

下
一
休
一
人
ニ
付
四
十
五
文
ッ

御
定
之
通
。

同
八
貫
六
十
四
文

御
貸
人
十
一
人

休
旅
籠

是
は
、
御
貸
人
一
人
ニ
付
一
休
六
十
四
文
。
丹
後
屋
請
負
。
定
之
通
。

同
四
貫
八
百
五
十
四
文

桑
名
よ
り
宮
江
船

是
は
、
四
人
水
主
一
艘
借
切
二
貫
六
百
二
十
四
文
。
三
人
水
主
一
艘
借
切

二
貫
二
百
三
十
文
。

御
定
之
通
。

同
八
百
三
十
三
文

新
井
よ
り
舞
阪
江
船

是
は
、
船
三
艘
借
切
。
一
艘
ニ
付
二
百
七
十
五
文
ッ

。
御
定
之
通
。

同
四
貫
七
百
九
十
二
文

大
井
川
入
用

是
は
、
上
中
下
三
段
平
均
。
御
定
之
通
。

同
一
貫
九
百
八
十
二
文

阿
部
川
入
用

是
は
、
右
同
断
、
御
定
之
通
。

同
十
五
貫
文

上
下
十
五
人
旅
籠
増
銭

是
は
、
米
値
段
四
月
朔
日
よ
り
七
十
匁
以
上
ニ
付
、
一
人
一
貫
ッ

、
旅

籠
増
銭
、
御
定
之
通
。

銀
六
十
五
匁

刀
指
二
人

賃
銀

是
は
、
一
人
ニ
付
三
十
二
匁
五
分
ッ

、
丹
後
屋
請
負
、
定
之
通
。

同
二
百
十
九
匁

物
持
六
人

賃
銀

是
は
、
具
足
櫃
持
一
人
・
長
柄
持
一
人
・
合
羽
籠
持
二
人
・
挟
箱
持
一

人
・
鎗
持
一
人
、

六
人
。
一
人
ニ
付
三
十
六
匁
五
分
ッ

。
丹
後
屋
請

負
、
定
之
通
。

同
二
百
四
十
匁

陸
尺
四
人

賃
銀

是
は
、
一
人
ニ
付
六
十
匁
ッ

。
丹
後
屋
請
負
、
定
之
通
。

武
家
諸
法
度
（

）

に
は
、
参
勤
交
代
時
の
従
者
数
の
規
定
が
あ
り
、
寛
永
十
二
年

（
一
六
三
五
）
以
後
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
宝
永

七
年
（
一
七
一

）
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
発
布
さ
れ
た

武
家
諸
法
度



の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
の
指
摘
が
あ
る
。

左
記
に
掲
げ
る
。二

十
万
石

十
万
石

五
万
石

仲
間
・
人
足

二
五

三

人

一
四

一
五

人

一

人

一
万
石

三

人

大
名
の
参
勤
交
代
の
道
中
記
で
日
本
一
の
大
名
と
い
わ
れ
た
加
賀
藩
と
仙
台
藩

六
二
万
石
、
二
十
万
石
の
大
名
と
同
じ
扱
い
に
な
る
。
し
か
し
、
行
列
の
人
数
は

百
万
石
の
大
名
と
二
十
万
石
の
大
名
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
仲
間
・
人
足
の
請
負

達
は
、
絶
好
の
儲
け
口
で
、

読
史
備
要
（

）

か
ら
三
百
諸
侯
を
一
覧
に
す
る
と

二
十
万
石

十
万
石

五
万
石

享
保
十
七
年

五
二
五

六
三

三
九
二

四
二

五
一

一
万
石

四
七
七

二
五
九
藩

合
計

一
九

四

二

三
七

二
十
万
石

十
万
石

五
万
石

文
化
十
年

五
二
五

六
三

三
六
四

三
九

五
一

一
万
石

四
六
八

二
五
四
藩

合
計

一
八
六
七

一
九
九
八

二
百
五
十
余
諸
侯
が
参
勤
交
代
で
一
斉
に
動
く
訳
で
は
な
い
。
武
家
諸
法
度
の

外
様
大
名
は
夏
四
月
中
と
あ
る
。
四
月
に
帰
国
し
て
、
一
年
間
の
在
国
、
次
の
年

の
四
月
に
出
国
し
て
一
年
間
在
府
す
る
。
関
八
州
の
譜
代
大
名
は
在
国
半
年
、
在

府
半
年
間
で
あ
り
、
二
月
交
代
と
八
月
交
代
が
あ
る
。
そ
の
他
の
譜
代
は
、
六
月

交
代
は
在
府
在
国
が
一
年
間
だ
が
、
八
月
交
代
は
、
実
際
は
十
二
月
に
参
勤
し
て

翌
年
八
月
に
帰
国
す
る
在
府
八
カ
月
在
国
四
カ
月
が
あ
る
。

外
様
大
名
と
譜
代
大
名
の
参
勤
形
態
を
変
え
て
も
、
道
中
に
大
き
な
支
障
を
き

た
す
。
江
戸
に
向
っ
て
東
海
道
・
中
山
道
・
奥
州
街
道
・
日
光
街
道
・
甲
州
街
道

へ
と
殺
到
す
る
。

例
え
ば
安
政
元
年
に
飛
脚
人
足
が
大
名
か
ら
受
け
取
る
金
額
を
計
算
し
た
。

酒
手
の
銭
は
、
大
名
か
ら
出
て
い
る
。
一
街
道
五
十
両
か
ら
百
両
程
の
酒
手
が
使

え
る
。
こ
れ
は
大
名
に
よ
り
決
ま
り
が
あ
る
。
大
体
手
人
の
賄
料
は
一
日
百
十
六

文
、
宿
泊
料
が
百
二
十
文
で
す
む
。
元
締
め
か
ら
八
百
文
ぐ
ら
い
受
取
っ
た
ら

シ
タ
馬

は
、
こ
の
内
か
ら
休
憩
代
と
酒
手
代
他
雑
貨
を
出
し
、
残
り
が
儲
け

と
な
る
。
仮
に
百
人
の
人
足
で
、
一
人
五
百
文
で
賄
え
れ
ば
、
三
百
文
の
余
剰
と

な
る
。
都
合
三
十
貫
文
に
な
る
。
安
政
元
年
の
銀
相
場
は
平
均
六
九
・
七
六
、
銭

相
場
六
貫
五
九
二
文
（
両
替
年
代
記
関
鍵

考
証
編

（

）
）
で
四
両
二
歩
余
の
金
が

入
っ
て
く
る
。

三
井
家
の
飛
脚

南
三
井
家
交
通
記
録
集

は
、
文
化
に
高
い
見
識
を
持
っ
て
い
た
。
三
井
高

陽
の
編
集
に
よ
り
で
き
た
本
で
あ
る
が
、
内
容
は
当
主
や
家
族
が
商
用
あ
る
い
は

飛脚と人足



遊
覧
の
折
に
控
え
た

人
馬
駄
賃
帳

八
五
郎
様
御
上
京
諸
用
控

人
足
帳

御
土
産
物
控

御
種
様
御
参
宮
道
中
小
払
帳

な
ど
の
史
料
に
よ
り
一
冊
に

編
ま
れ
て
い
る
が
出
入
り
の
飛
脚
請
負
業
者
が
三
井
家
の
意
向
に
よ
り
、
宰
領
・

挟
箱
持
ち
・
駕
籠
人
足
な
ど
を
用
意
し
て
い
た
。

第
一

三
井
高
邦
往
来
日
記
并
記
録

一
延
享
元
年
九
月
江
戸
下
向

駕
之
者

両
人

草
履
取

壱
人

挟
箱
持

壱
人

乗
掛

壱
駄

飛
脚

壱
人

旅
籠
代

桑
名

宮

箱
根
昼
休
之
節
片
旅
籠
上
下
共
百
文
宛

但
し
箱
根
に
て

は
下
分
壱
膳
め
し

一
飛
脚
賃
金

参
歩

昼
遣

六
十
文
宛

元
服
之
節

一
丑
〔
延
享
二
年
〕
八
月
二
十
二
日
出
立
日
光
参
詣

挟
箱
持
壱
人

駕

者
二
人

一
丑
九
月
二
十
六
日
出
立

乗
掛
壱
駄

宰
領
壱
人

挟
箱
持
壱
人

駕

者
両
人

三
寅
の
と
し
大
和
路
之
記

駕
籠
者
八
人

挟
箱
三
人

乗
物
二
丁
六
人

供
駕
者
一
丁
二
人

五
寛
延
三
年
四
月
江
戸
下
向
記
録

一
同
月
十
五
日
出
立

（
飛
脚
）
十
兵
衛

挟
箱
持

壱
人

七
寛
延
四
未
年
二
月
奥
州
日
記

駕
籠
之
者

両
人

八
宝
暦
元
未
五
月
上
京
記
録

四
両
二
分

挟
箱
持
賃
金
増
共

三
分
供
付
飛
脚
賃
金
祝
儀

未
五
月
二
日
出
立

（
飛
脚
）
佐
兵
衛

挟
箱
持
仕
平

二
日

日
本
橋
迄
見
送
人
数

飛
脚
十
兵
衛

九
宝
暦
三
年
霜
月
江
戸
下
向
記
録

一
道
中
入
用
高

内

二
分

文
昼
過
二
十
文

飛
脚
賃
金

荷
物
宰
領
傳
兵
衛

駕

駕
者

挟
箱
持

右
両
替
店
へ
申
付
ル

供

駕
二
人

挟
箱
持
壱
人

第
三

安
永
九
年
三
井
高
業
妻
伊
勢
参
宮
記
録

安
永
九
年
庚
子
四
月
十
六
日
御
出
立
御
参
宮

宰
領

小
右
衛
門

御
駕
籠
三
人
（
ア
ン
ダ
）
掛
リ

同

二
人
（
四
手
）
掛
リ

挟
箱
持

壱
人

乗

掛
馬
壱
疋

人
足
渡
シ
金
覚

一
弐
拾
三
貫
四
百
文

御
駕
籠
三
人
掛
リ

十
三
日
分

一
日
壱
人
前
六

百
文
ッ

一
拾
五
貫
六
百
文

同
弐
人
掛
リ

右
同
断

一
拾
三
貫
文

六
貫
目
持
定

挟
箱
持
壱
人

十
三
日
分

一
日
ニ
付
四

百
文
ッ

但
シ
持
出
シ

拾
五
貫
目
有



銭
五
拾
弐
貫
文

此
銀
五
百
弐
拾
匁

代
金
八
両
弐
歩
ト

金
六
十
匁
ニ
て

銀
拾
匁

代
壱
貫
文

此
内

金
三
両

京
ニ
て

内
渡
シ

同
壱
両

津
ニ
て

内
渡
シ

同
三
両

草
津
ニ
て
内
渡
シ

引
残
而

金

壱
両
弐
歩
ト

銭

壱
貫
文

右
皆
済
渡

（
駕
籠
屋
契
約
書
）

一

札

一
御
駕
籠
三
人
掛
リ
壱
挺

但
シ
一
日
壱
人
ニ
付
六
百
文

一
同

弐
人
掛
リ
壱
挺

但
シ
一
日
壱
人
ニ
付
六
百
文

一
御
挟
箱
六
貫
目
持
壱
人

但
シ
一
日
壱
人
ニ
付
四
百
文

尤
上
貫
目
御
座
候
ハ
ゝ
右
賃
銭
割
を
以
御
増

シ
可
被
下
候

右
従
京
都
多
賀
御
廻
リ
夫

伊
勢
参
宮
被
遊
候
而
又
京
都
江
御
帰
リ
私
御
請

合
申
差
出
シ
申
所
実
正
ニ
御
座
候
万
一
右
之
者
道
中
ニ
て
相
煩
候
ハ
ゝ
其
所

能
キ
人
代
相
立
さ
せ
可
申
候
若
取
迯
欠
落
其
外
如
何
様
之
義
御
座
候
共
私

方

急
度
埒
明
可
申
候
為
後
日
之
一
札
依
而
如
件

安
永
九
年
四
月
十
四
日

請
人

加
賀
屋
作
兵
衛

小
林
藤
七
殿

地
位
あ
る
人
が
駕
籠
に
乗
る
場
合
、
旅
行
に
必
要
な
用
具
を
揃
え
る
。
宝
暦
十

三
年
九
月
に
八
郎
兵
衛
様
御
参
宮
の
折
、
駕
籠
に
は
、
御
煙
草
盆
・
御
駕
籠
布

団
・
御
き
せ
る
・
御
煙
草
・
御
茶
椀
・
御
茶
箱
・
御
菓
子
箪
笥
な
ど
男
性
女
性
に

よ
り
携
帯
す
る
品
物
は
異
な
る
が
、
一
定
の
重
量
を
超
え
る
と
賃
銭
割
り
を
以
っ

て
、
増
銭
を
取
ら
れ
る
。
京
都
よ
り
多
賀
を
廻
り
伊
勢
参
宮
と
し
て
京
都
へ
帰
る

こ
と
を
飛
脚
請
負
業
者
が
保
証
す
る
、
と
の
こ
と
。
万
一
右
の
道
中
に
て
煩
わ
し

い
こ
と
が
発
生
す
れ
ば
、
よ
き
人
と
交
代
さ
せ
る
。
も
し
、

取
迯

欠
落

の

よ
う
な
こ
と
が
発
生
し
て
も
私
共
が
責
任
を
以
っ
て
送
り
届
け
ま
す
。

第
十

文
化
六
年
三
井
高
英
松
坂
下
向
記
録

宰
領
一
人

御
挟
箱
持
一
人

九
月
五
日

則
先
触
写
左
之
通

覚

一
丸
棒
駕
籠
一
挺

人
足
三
人

一
宿
駕
籠
一
挺

人
足
二
人

一
分
持

三
荷

人
足
三
人

三
井
信
三
郎

明
十
八
日
松
坂
出
立
京
都
江
罷
登
申
候
本
文
之
人
足
無
滞
継
立
可
給
候

以
上

飛脚と人足



九
月
十
七
日

三
井
信
三
郎

従
大
津
勢
州
松
坂
迄

宿
々
問
屋
中

巳
九
月
十
一
日
御
発
駕

出
入
方
宰
領
常
八

同
御
挟
箱
一
荷
久
次
郎

御
笠
籠
一
荷

第
十
一

文
化
十
三
年
三
井
高
英
松
坂
下
向
記
録

文
化
十
三
丙
子
年
三
月

宰
領
一
人

御
挟
箱
持
一
人

覚

一
丸
棒
駕
籠
一
挺

人
足
三
人

一
宿
駕
籠
一
挺

人
足
二
人

一
分
持

三
荷

人
足
三
人三

井
八
郎
兵
衛

明
二
十
八
日
松
坂
出
立
京
都
江
罷
登
申
候
本
文
之
人
足
無
滞
継
立
可
給
候

以
上

子
三
月
二
十
二
日
御
発
駕

旦
那
様
御
同
道
左
之
通

宰
領

伊
七

物
持
替

（
男
親
方
）

御
駕
籠
一
朝

御
両
掛
二
荷

御
笠
籠
一
荷

御
土
産
進
物
之
控

一
大
儀
料
金
子
壱
両

祝
儀
金
子
百
疋

宰
領

伊
七
へ

無
事
に
京
都
に
帰
り
、
道
中
も
問
題
な
く
通
過
し
、
そ
の
名
目
で
金
壱
両
一
歩

を
宰
領
伊
七
へ
渡
し
た
。

第
十
三

文
政
八
年
三
井
高
英
松
坂
下
向
記
録

文
政
八
乙
酉
五
月

宰
領
出
入
方

喜
兵
衛

一
当
地
紀
州
御
屋
舗
江
京
都
よ
り
松
坂
迄
御
先
触
御
差
出
し
可
被
下
候
様
両

替
店
中
野
勝
助
を
以
御
願
被
遊
候
事

覚

一
丸
棒
駕
籠

一
挺

人
足

三
人

一
乗
駕
籠

同

同

二
人

一
宿
駕
籠

同

同

二
人

一
分
持

四
荷

同

四
人

三
井
八
郎
兵
衛

三
井
源
右
衛
門

右
就

御
用
明
二
日
京
都
出
立
勢
州
松
坂
江
罷
越
候
條
書
面
之
人
足
宿
々
無

遅
滞
接
立
可
申
者
也

一
鳥
目
二
百
文
ッ

出
入
方

常
七

喜
助

多
吉

平
助

常
蔵

忠

助
妻

五
月
三
日

一
弐
貫
文

石
部
宿
扇
旅
籠
代
上
下
九
人

一
八
貫
五
百
五
十
文

石
部

関
迄
人
足
十
六
人
半
増
酒
手
共

人
足
九
名
の
と
こ
ろ
十
六
人
半
分
を
出
す
。
人
足
賃
と
酒
手
代
を
奮
発
し

た
。

五
月
四
日

一
弐
貫
百
文

関
鶴
屋
御
泊
上
下
九
人
御
旅
籠
代

一
九
百
文

関
宿

松
坂
へ
仕
立
飛
脚
壱
人



第
十
四

文
政
九
年
三
井
高
英
出
府
記
録

四
月
十
四
日

一
二
百
文

大
郷
川
酒
手

一
金
二
歩

宰
領
二
人
川
越
祝
儀

一
金
二
歩

山
越
祝
儀

一
金
弐
両
也

宰
領
弐
人
松
坂
廻
金

一
金
弐
歩
也

同
人
御
江
着
祝
儀

木
曽
路
御
上
京
御
道
中
御
入
用

五
月
二
十
七
日

一
金
弐
歩

宰
領
二
人
祝
儀

六
月
四
日

一
金
壱
歩
ト
銭
五
百
文

宰
領
多
七
川
支
ニ
付
日
切
佐
屋
廻
ス
共
一
日
ニ

四
匁
六
分
か
へ
四
日
分

覚

一
金
弐
歩
ト
銭
壱
貫
文

宰
領
二
人
日
増
割

四
十
三
匁
壱
分

宰
領
に
は
、
非
常
に
気
を
遣
っ
て
い
る
。
山
越
え
川
越
え
が
終
わ
れ
ば
祝
儀
を

出
し
、
当
地
に
無
事
到
着
し
て
も
祝
儀
を
出
す
。

第
十
六

文
政
十
一
年
三
井
高
彰
上
京
記
録

文
政
十
一
年
子
七
月
道
中
小
遣
帳

七
月
二
十
八
日

一
金
弐
朱

紀
州
御
七
里
之
衆
江

一
金
弐
歩

萬
屋
吉
右
衛

才
領
平
兵
衛

祝
儀
但
シ

一
文
字
屋
嘉
兵
衛

平

次

二
朱
ッ

八
月
十
二
日
夜

一
金
壱
歩
弐
朱

才
領
喜
兵
衛
山
越
川
越
両
度
祝
儀

一
金
弐
歩

同
人

給
金
之
内
残
リ
渡
ス

一
金
壱
歩
二
朱

同
人
へ
京
都
着
之
上
祝
儀

一
金
三
朱
弐
百
文

同
人
道
中
筋
三
日
分
川
支
日
割
ニ
而
遣
ス

一
百
文

松
坂
ヨ
リ
津
迄
先
触
ち
ん

七
月
二
十
八
日

一
金
弐
歩

江
戸
ニ
而
喜
兵
衛
渡
シ

一
金
壱
両
壱
歩

江
戸
ニ
而
喜
兵
衛
へ
渡
シ

右
両
替
代
八
貫
弐
百
文

二
十
八
日
夜
戸
塚
ニ
而

一
金
壱
両

右
両
替
代
六
貫
五
百
文

喜
兵
衛
へ
渡
シ

差
引
七
百
四
拾
壱

文

二
十
九
日
夜
小
田
原
ニ
而

一
金
弐
両

喜
兵
衛
へ
渡
シ

内
金
壱
歩
昨
二
十
八
日
夜
算
用
之
内
江
ノ
嶋
茶
代
引

八
月
朔
日
夜
沼
津
宿
ニ
而

一
金
壱
両
弐
歩

喜
兵
衛
渡
シ

飛脚と人足



右
両
掛
（
三
匁
）
代
九
貫
七
百
四
拾
八
文

八
月
二
日
夜
江
尻
宿
ニ
而

一
金
壱
両

喜
兵
衛
へ
別
段
渡
シ

一
金
壱
両

喜
兵
衛
へ
渡
し

右
両
替
代
六
貫
四
百
文

八
月
三
日
夜
金
谷
宿
ニ
而

一
金
壱
両

喜
兵
衛
へ
渡
し

右
両
替
代
六
貫
四
百
文

八
月
六
日
袋
井
宿
ニ
而

一
金
弐
両

喜
兵
衛
へ
渡
シ

内
金
弐
歩
両
替
代
三
貫
弐
百
文

第
二
十
七

天
保
十
二
年
三
井
高
愛
中
仙
道
江
戸
下
り
記
録

一
金
弐
両
弐
歩

宰
領
弐
人
木
曽
路
旅
銀

一
金
壱
両
弐
歩

同
人
祝
儀
三
百
疋
ヅ

一
金
弐
歩

山
越
川
越
之
盛
リ
祝
儀
遣
ス

こ
れ
ら
の
記
録
を
見
て
い
く
と
、
川
越
・
山
越
え
が
終
わ
れ
ば
祝
儀
を
出
し
、

降
雨
に
よ
り
川
支
え
が
あ
れ
ば
日
割
り
計
算
を
行
い
、
遣
わ
す
。
勿
論
、
無
事
目

的
地
に
到
着
す
れ
ば
目
出
度
い
こ
と
で
祝
儀
を
渡
す
。
ま
た
、
道
中
で
や
っ
か
い

な
紀
州
御
七
里
之
衆
に
会
え
ば
心
付
け
か
挨
拶
料
と
し
て
金
を
包
ん
で
渡
す
。
急

な
用
事
が
で
き
れ
ば
、
宿
泊
近
辺
か
ら
飛
脚
を
仕
立
て
て
出
す
か
、
そ
の
時
の
金

額
が
安
く
て
も
高
く
て
も
い
け
な
い
。
道
中
の
宿
々
で
人
足
達
の
酒
手
を
出
す

か
、
し
ん
ど
い
山
越
え
が
過
ぎ
れ
ば
酒
手
を
は
ず
み
、
人
足
共
の
心
証
を
よ
く
し

て
お
く
。

商
家
と
飛
脚
屋

大
阪
商
業
史
料
集
成

第
五
輯
所
載
（

）

大
阪
両
替
手
形
便
覧

文
化
六
年
巳
正
月
改
之

山
に
中

飛
脚
仲
間

大
阪
両
替
手
形
案
内
記

山
に
中

飛
脚
組
合

大
阪
両
替
屋
所
附

文
政
十
一
戊
子
年
正
月
改

進
上
と
し
玉

諸
国

毎
日
飛
脚
出
シ
所

兵
庫

宮
内
町

た
ば
こ
や
小
兵
衛

大
阪

堂
嶋
大
丸
少
し
東

美
濃
屋
太
郎
兵
衛

い
ず
れ
も
両
替
屋
の
住
所
・
本
両
替
・
南
両
替
・
両
替
屋
で
は
な
い
が
、
手
形

が
多
く
廻
る
店
な
ど
を
記
し
、
こ
の
他
に
小
銭
屋
が
多
く
あ
り
、
こ
こ
に
は
記
さ

な
い
。

飛
脚
屋
は
こ
の
よ
う
な
木
版
刷
り
を
客
に
配
布
し
て
宣
伝
し
て
い
る
。
飛
脚
屋

と
両
替
屋
が
深
い
商
取
引
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
両
替
屋
の
現
金
・
現
銀
・
手

形
・
証
書
・
書
状
類
を
積
送
し
て
い
る
。

飛
脚
屋
に
し
て
み
れ
ば
、
得
意
先
を
廻
り
御
用
を
聞
く
、
飛
脚
屋
と
客
と
の
や

り
と
り
が
近
松
の

新
十
重
井
筒
（

）

に
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
模
様
を
左
記
に
掲

げ
る
。地

火
廻
半
へ
飛
脚
屋
が
何
も
御
用
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
。
ャ
ァ
房
様
京
へ
上

す
銀
も
有
り
。
御
状
も
有
る
と
の
御
事
遣
さ
れ
ま
せ
ぬ
か
と

色
問
ひ
け
れ

ば
。

詞
ア

よ
う
寄
っ
て
下
ん
し
た
。
ま
だ
文
わ
書
き
ま
せ
ぬ
ま
そ
っ
と



し
て
か
ら
来
て
下
さ
れ
。
そ
れ
な
ら
明
日
の
便
に
さ
れ
ま
せ
。
今
宵
は
し
ま

ひ
で
ご
ざ
る
と
い
ふ
。
尤
も
な
れ
ど
も
今
夜
上
し
て
明
日
の
間
に
合
せ
ね

ば
。
き
つ
う
叶
わ
ぬ
大
事
の
用
。
地
無
心
な
が
ら
ま
そ
っ
と
し
て
ま
一
度

寄
っ
て
下
さ
ん
せ
。
頼
み
ま
す
る
と
詫
ぶ
れ
ど
も

フ
シ
返
事
も
せ
ず
に
出

で
に
け
る
。

飛
脚
屋
と
懇
意
の
間
柄
で
あ
る
店
と
の
、
交
渉
が
描
か
れ
て
い
て
、
毎
日
の
よ

う
に
飛
脚
屋
が
得
意
店
を
廻
り
、
仕
事
を
請
け
負
っ
て
く
る
。

飛
脚
を
必
要
と
す
る
の
は
、
商
売
を
し
て
い
る
両
替
屋
で
も
出
府
し
て
い
れ
ば

大
名
で
も
同
じ
で
、
遠
隔
地
の
経
済
・
気
象
情
報
を
も
た
ら
す
。
冷
害
・
旱
魃
が

生
じ
れ
ば
領
国
の
状
況
を
早
く
知
り
た
い
し
、
ま
た
、
在
地
の
出
来
事
を
本
国
に

連
絡
す
る
の
も
飛
脚
を
使
用
す
る
。
米
の
出
来
不
出
来
は
大
阪
の
米
市
場
の
相
場

に
影
響
を
与
え
る
し
、
蔵
屋
敷
に
お
け
る
米
の
関
係
者
は
少
し
で
も
高
値
で
売
却

し
よ
う
と
考
え
る
。
蔵
元
や
掛
屋
を
勤
め
る
両
替
商
も
取
引
先
の
米
の
育
成
は
大

き
な
問
題
で
、
出
入
り
の
飛
脚
屋
を
通
じ
て
、
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
る
。

鴻
池
新
十
郎
家
の

備
忘
録
（

）

は
、
文
書
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
そ
の
都
度
訂

正
を
し
な
が
ら
使
用
し
て
い
た
。
そ
の
時
々
の
情
報
を
文
化
・
文
政
・
天
保
・
嘉

永
・
安
政
・
文
久
・
慶
応
と
記
載
し
、
最
終
的
に
は
明
治
三
年
の
年
号
が
あ
る
。

九
店
の
飛
脚
屋
と
関
係
が
あ
り
、
新
十
郎
家
は
江
戸
屋
平
右
衛
門
・
井
口
屋
佐

兵
衛
・
和
泉
屋
治
郎
兵
衛
達
の
休
日
・
出
日
・
賃
銀
・
期
限
な
ど
が
詳
し
く
書
か

れ
、
こ
れ
ら
の
三
飛
脚
を
主
に
使
用
し
て
い
た
。
他
の
飛
脚
屋
は
次
の
通
り
。

因
州
飛
脚

淀
屋
橋
南
詰
一
筋
西
之
辻

三
田
屋
武
助

因
幡
鳥
取
藩
と
の
交
際
は
不
明
だ
が
、
新
十
郎
家
に

進
物
控
（

）

の
文
書
が
あ

り
、
取
引
関
係
を
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
蔵
元
は
鴻
池
屋
喜
六
が
勤
め

て
い
た
。

文
久
元
年
辛
酉
三
月
改
の

進
物
控

に
は
、
興
味
深
い
名
前
が
あ
る
。

五
六
月
之
内

因
州

精
麦
五
升

赤
座
為
蔵
様

一
蒲
鉾
弐
枚

山
部
隼
太
様

代
弐
匁
替

石
井
平
太
夫
様

桑
原
三
右
衛
門
様

同

同
三
升

前
田
又
兵
衛
様

一
同
弐
枚

中
西
三
之
助
様

代
弐
匁
替

幸
盛
寺
飛
脚

淀
屋
橋
南
詰
一
筋
西
之
辻
角

三
国
屋
粂
之
助

文
字
通
り
宗
教
に
関
係
し
て
い
る
。
鴻
池
家
の
始
祖
山
中
鹿
之
助
幸
盛
の
菩
提

寺
、
寺
号
を
下
の
二
字
を
取
り
、

幸
盛
寺

と
改
め
た
。

岸
和
田
飛
脚

金
屋
橋
東
詰
北
江
入
西
側

佐
野
屋
十
兵
衛

岸
和
田
藩
の
蔵
元
・
銀
掛
屋
は
、
延
享
四
年
、
宝
永
六
年
と
同
族
の
鴻
池
屋
新

六
が
つ
と
め
て
い
る
。

同
じ
く

進
物
控

に
は
、
金
穀
関
係
者
へ
の
贈
答
で
あ
る
。

岸
和
田
金
穀
大
元
締

飛脚と人足



一
白
砂
糖

壱
筥
宛

田
代
環
様

唐
目
弐
斤
入

多
川
彦
右
衛
門
様

山
岡
新
五
左
衛
門
様

同
御
吟
味
役

一
同
壱
曲
宛

福
井
裕
様

白
目
壱
斤
入

速
見
啓
左
衛
門
様

山
本
宗
右
衛
門
様

林
分
太
夫
様

同
御
調
役

西
村
源
五
右
衛
門
様

吉
田
善
左
衛
門
様

船
坂
五
左
衛
門
様

一
壱
曲

当
所
岸
和
田

唐
目
弐
斤
入

岡
野
助
左
衛
門
様

嘉
永
二
年

大
福
帳
（

）

の

諸
方
預
ヶ
銀

に
は
、
岡
部
内
膳
正
（
岸
和
田
）

が
五
百
九
拾
五
貫
余
を
借
り
、
文
久
四
年

大
福
帳
（

）

で
は
、
五
百
三
拾
四
貫
余

が
残
り
、
こ
の
年
の
一
月
よ
り
無
利
子
に
な
っ
て
い
る
。

江
戸
表
飛
脚
賃
は
御
公
儀
に
も
貸
し
付
け
て
お
り
、
手
形
・
為
替
の
証
書
類
、

手
紙
、
相
場
書
な
ど
を
送
付
し
た
。

江
戸
表
飛
脚
賃

六
日
切
代
五
拾
五
匁

七
日
切
代
四
拾
五
匁

一
金
百
両
ニ
付

八
日
切
代
三
十
五
匁

但
五
拾
両
以
下
者
少
々
増

十
日
切
代
弐
拾
目

早
便
り
ハ
六
日
切
ニ
同
し

並
便
り
拾
壱
匁

一
銀
壱
貫
目
ニ
付

前
同
断

但
五
百
目
以
下
者
少
々
増

早
便
り
ハ
六
日
切
ニ
お
な
し

一
封
状

壱
通

早
便
り
代
弐
匁

並
便
り
代
三
分
弐
厘

右
之
内
時
限
り
之
外
都
而
壱
割
七
歩
増

慶
応
丁
卯
年
建
相
庭

金
六
拾
四
匁

壱
匁
百
四
拾
八
文

内
平
野
町
松
屋
町
筋
西
江
入

江
戸
屋
平
右
衛
門

出
日

毎
月
二
五
八
并
前
日

休
日

尾
州
名
護
屋
飛
脚
賃

早
便
り
代
拾
五
匁



一
弐
朱
金
百
両
ニ
付

並
便
り
代
五
匁
五
分

但
早
便
り
四
日
目
着

並
便
り
八
日
目
位
着

早
便
り
代
弐
拾
六
匁

一
壱
分
銀
百
両
ニ
付

並
便
り
代
九
匁
五
分

早
便
り
代
右
同
断

一
壱
朱
銀
百
両
ニ
付

並
便
り
代

早
便
り
代
三
拾
五
匁

一
銀
壱
貫
目
ニ
付

並
便
り
代
六
匁

一
状
筥
壱

十
八
時
限
代
金
壱
両
壱
分

一
同
壱

二
十
四
時
限
代
金
壱
両

早
便
り
代
三
匁
五
分

一
同
壱

並
便
り
代
壱
匁
五
分

但
金
子
入
者
定
之
外
壱
匁
増

十
八
時
限

二
十
四
時
限

は
、
状
筥
壱
を
逓
送
す
る
時
間
だ
が

十
八
時

限

で
金
壱
両
壱
分

二
十
四
時
限

で
運
ぶ
事
を
頼
む
と
金
壱
両
（
六
時
間
の

差
で
金
壱
両
壱
分
、
こ
れ
だ
け
の
金
を
支
払
っ
て
時
間
の
短
縮
を
図
る
用
事
と
は

な
ん
で
あ
っ
た
の
か
）

書
状
の
中
に
金
子
を
入
れ
れ
ば
壱
匁
増
し
に
な
る
。

高
野
山
飛
脚

順
慶
町
壱
丁
目

吉
善

鴻
池
善
右
衛
門
（

）

に
は
菩
提
寺
が
あ
り
、

始
祖
夫
婦
は
鴻
池
村
の
菩
提
寺
慈

眼
寺
の
本
寺
た
る
池
田
の
大
広
寺
に
葬
ら
れ
た
。

こ
の
件
に
連
動
す
る
資
料
に

伊
丹
鴻
池
の
歴
史
（

）

が
あ
る
。

伊
丹
の
慈
眼
寺
に
は

鴻
池
稲
荷
祠
碑

と

慈
眼
寺
墓
地
の
一
隅
に
並
ぶ
墓
塔
・
墓
碑
、
本
堂
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
現
在
四
基

の
位
牌
が
あ
る
。

高
野
山
上
池
院
の
墓
地
に
は
、
山
中
吉
右
衛
門
（
善
右
衛
門
正
成
の
次
女
で
石

と
い
い
、
彼
女
に
油
屋
治
郎
右
衛
門
の
子
甚
十
郎
を
養
子
と
し
て
迎
え
、
こ
れ
に

娶
わ
せ
た
。（
中
略
）
甚
十
郎
は
後
に
吉
右
衛
門
と
改
め
、
知
貞
と
称
し
た
が
、

そ
の
性
実
正
に
し
て
、
よ
く
養
父
に
仕
え
、
家
業
を
見
習
っ
た
と
い
う
）
の
墓
が

あ
る

（

）
。

ま
た
、
高
野
山
上
池
院
と
の
関
係
は
、
善
右
衛
門
の
妻
、
三
代
瑞
淵
珠
光
大

姉
（

）
、
四
代
清
蔭
妙
涼
大
姉
（

）
の
日
牌
之
証
證
文
が
あ
る
。
三
代
瑞
淵
珠
光
大
姉
の
史

料
を
あ
げ
る
。

（
封
書
）

高
野
山
萱
堂

日
牌
之
証
文

上
池
院

鴻
池
善
右
衛
門
殿

（
本
文
）日

牌
請
取
状

飛脚と人足



為

瑞
淵
珠
光
大
姉

追
善
也

夫
當
山
者
諸
仏
集
会
之
梵
崛
衆
生
濟
度
之

霊
岫
也
然
則
於
斯
山
所
建
之
日
牌
者
至
テ

慈
尊
下
生
之
暁
毎
日
於
仏
前
令
供
養
霊
膳

茶
湯
香
花
晨
昏
鄭
重
之
廻
向
等
永
無
退

転
者
也
仍
旨
趣
如
件

高
野
山
金
剛
峰
寺

萱
堂

上
池
院

寛
延
四
辛
未
歳
二
月
廿
四
日

法
印
阿
闍
梨
大
応

鴻
池
善
右
衛
門
殿

高
野
山
上
池
院
殿
と
の
関
係
は
、
信
仰
の
篤
い
鴻
池
家
の
こ
と
故
、
新
十
郎
家

が
同
伴
す
る
の
は
当
然
だ
し
、
高
野
山
に
宿
泊
す
る
旅
宿
も
高
野
山
上
池
院
と
決

め
て
い
る
。

右
の
事
情
は
、

始
祖
は
晩
年
高
野
山
に
一
宇
を
建
立
し
、
俗
塵
を
払
っ
て
隠

栖
す
る
志
が
あ
っ
た
が
、
家
事
多
端
の
た
め
果
す
に
至
ら
ず
（

）

こ
の
思
い
を
、
子

孫
の
人
た
ち
は
遵
守
し
た
こ
と
に
な
る
。

泉
州
飛
脚

九
之
助
松
屋
町
南
江
二
筋
角

佐
野
屋
儀
助

諸
霊
一
覧
表
（

）

に
九
代
目
鴻
池
又
右
衛
門
直
郷
は
明
和
二
年
五
月
の
生
ま
れ
、

妻
の
久
米
は
泉
州
唐
金
家
の
女
と
あ
る
。

唐
金
家
系
譜
（

）

に
よ
る
と
、
七
代
千

蔵
（
後
衛
門
左
政
徳
）
と
後
妻
齋
の
間
に
生
ま
れ
た
。

久
米
永
和
六
年
七
月
二

十
一
日
生

と
あ
る
。
永
和
は
写
し
違
い
で
あ
る
が
、
近
世
で

永

と
付
く
年

号
は
な
く
、
明
和
六
年
だ
と
推
察
す
る
の
が
妥
当
だ
と
思
う
。
久
米
の
実
家
は
、

泉
州
の
唐
金
家
で
、
有
名
に
な
っ
た
の
は
大
船
で
貿
易
を
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と

を
井
原
西
鶴

日
本
永
代
蔵

初
午
は
、
乗
て
来
る
仕
合
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

進
物
覚
（

）

十
八
日

十
二
月
十
九
日

御
土
産
物
覚

十
二
月
十
八
日

是
ハ
片

木
壱
枚

ニ
ノ
セ

ル
カ

一
赤
飯
一
重

一
御
扇
子
一
箱
ツ

唐
金
衛
門
左
様

料
白
銀
壱
両

唐
金
衛
門
左
様

料
金
弐
朱
宛

鰹
節
弐
連

貞
須
様

料
金
百
疋

衛
門
左
様

於
雪
様

千
之
助
様

於
て
い
様

年
号
は
未
詳
だ
が
、

進
物
覚

に
も
御
土
産
物
覚
の
項
に
も
記
載
が
あ
り
、
親

類
と
し
て
の
付
き
合
い
を
し
て
い
る
。

諸
家
書
状
雛
形
（

）

鴻
池
新
十
郎

年
月
未
詳



年
頭
祝
書

暑
寒
中
御
見
舞

改
春
之
御
吉
重
畳
申
納
候
（
中
略
）

一
筆
啓
上
仕
候
甚
暑

寒
之
節
御
座
候
（
中

略
）

正
月
五
日

山
中
新
十
郎

六

食
野
次
郎
左
衛
門
様

十
二
月

直
判

食
野
左
太
郎
様

食
野
次
郎
左
衛
門
様

唐
金
衛
茂
左
様

食
野
左
太
郎
様

唐
金
衛
茂
左
様

唐
金

貼
紙
磯
吉
様

奥
津
孫
作
様

安
政
五
午
年
よ
り
不

用

諸
家
書
状
雛
形

も
年
号
が
未
詳
で
あ
る
。
泉
佐
野
の
名
門
の
食
野
次
郎
左
衛

門
と
共
に
唐
金
衛
茂
左
に
も
恒
例
の
挨
拶
状
が
送
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

安
政

五
午
年
よ
り
不
用

の
一
言
は
、
名
門
の
両
家
が
衰
退
し
て
い
る
状
況
を
示
し
て

い
る
。

嘉
永
二
年

大
福
帳

預
り
銀

申
十
一
月
二
十
五
日

一
弐
拾
貫
目

酉
正
月

年
五
朱

唐
金
衛
門
左
殿

無
利
壱
貫
目

十
一
月
二
十
五
日

済

十
一
月
二
十
五
日

一
弐
拾
貫
目

戌
正
月

年
五
朱

唐
金
衛
門
左
殿

諸
払

十
一
月
二
十
五
日

唐
金
衛
門
左
殿

一
壱
貫
目

預
り
銀
弐
拾
貫
目
酉
正
月

同
十
二
月
迄
壱
ヶ
年
分
年
五
朱
之
利

同
日

一
壱
貫
目

唐
金
衛
門
左
殿

酉
年

助
勢
銀

弐
拾
壱
貫
弐
百
五
匁
五
厘

十
一
月
二
十
五
日

一
五
百
目

唐
金
貞
須
殿

酉
年

小
遣
銀

嘉
永
二
年

大
福
帳

に
よ
る
と
、
預
り
銀
に
は
唐
金
衛
門
左
か
ら
銀
を
預
か

り
利
子
を
支
払
う
が
、
利
子
の
隣
に

酉
年

助
勢
銀

の
文
字
を
見
る
に
店
の

傾
き
を
覚
え
る
し
、
唐
金
貞
須
の

酉
年

小
遣
銀

は
親
類
と
し
て
の
振
る
舞

い
だ
ろ
う
か
。
文
久
四
年

大
福
帳

の
唐
金
家
の

記
載
な
し

に
至
り
こ
の

文
字
で
営
業
活
動
が
停
止
し
た
こ
と
を
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

同
じ
く

諸
家
書
状
雛
形

に
は
、
久
世
大
和
守
の
領
地
が
あ
り
、
年
始
御
祝

詞
書
状
、
暑
中
御
見
舞
書
状
、
寒
中
御
見
舞
書
状
な
ど
の
書
式
が
あ
り
、
宛
名
は

飛脚と人足



泉
州
御
陣
屋
御
役
人
に
な
っ
て
い
る
。

井
ノ
口
屋
は
名
古
屋
尾
州
様
と
の
取
引
に
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
十
郎

家
の
大
福
帳
の
諸
方
預
ヶ
銀
に
も
尾
州
様
の
名
前
が
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら

進
物
控

に
は
、
御
勝
手
方
御
吟
味
役
御
頭
取
の
片
岡
喜
平
治
様
他
二
名
、
同

御
吟
味
役
の
鳥
居
久
之
烝
様
、
同
御
吟
味
方
の
三
輪
卯
右
衛
門
様
、
同
御
改
革
所

の
金
森
和
三
郎
様
他
一
名
に
白
砂
糖
壱
箱
（
白
目
弐
斤
入
）
を
送
っ
て
い
る
。

成
瀬
隼
人
正
に
対
し
て
も
貸
付
て
い
て
、
嘉
永
二
年

大
福
帳

文
久
四
年

大
福
帳

の

諸
方
預
ヶ
銀

の
項
で
確
認
で
き
る
。

井
ノ
口
賃
銭

休
日

並
便
り
出
日

三
日
限
り
出
日

本
町
橋
東
詰

井
口
屋
佐
兵
衛

早
便
り
出
日

六
日
切
代
五
匁

七
日
切
代
四
匁

一
状
筥

壱

八
日
切
代
三
匁

但
目
方
五
拾
目
迄
也

十
日
切
代
弐
匁

余
者
増

並
便
り
代
壱
匁
五
分

早
便
り
者
六
日
切
ニ
同
し

六
日
切
代
弐
匁

七
日
切
代
壱
匁
五
分

一
封
状
壱
通

八
日
切
代
壱
匁

但
目
方
弐
拾
目
迄
也

十
日
切
代
六
分
四
厘

余
者
増

並
便
り
代
三
分
弐
厘

早
便
り
者
六
日
切
ニ
お
な
し

目
方
が
決
ま
り
よ
り
出
目
に
な
る
と
、
そ
の
分
賃
金
も
増
え
る
。

和
泉
治
賃
銭

九
月

八
日

九
日

休

七
日
金
銀
手
形
斗
出
ル

十
月

晦
日

休

十
二
月

金
銀
諸
荷
物
共
二
十
八
日
限
小
ノ
月
者
二
十
七
日
限
り

生
魚
類
三
月

五
月
迄
者
昼
八
ツ
時
迄
ニ
可
差
出
別
段
早
飛
脚
出
ル

出
口
走
り
代
五
匁

一
荷
物
壱
貫
目
ニ
付

店
走
り
代
弐
匁

並
便
り
代
壱
匁

出
口
走
代
三
匁

一
状
筥
壱

店
走
代
壱
匁

並
便
り
代
五
分

金
子
入
代
壱
匁
五
分

本
町
橋
西
詰
西
江
入

和
泉
屋
治
郎
兵
衛



年
中
出
日
休
日

一
馬
荷
物
壱
貫
目
ニ
付

早
便
り
代
弐
百
七
拾
文

並
便
り
代
百
八
拾
文

一
歩
行
荷
物
壱
貫
目
ニ
付

早
便
り
代
六
百
文

但
六
日
限
七
日
目
着

並
便
り
代
三
百
五
拾
文

出
口
走
代
弐
匁

一
封
状
壱
通

店
走
代
六
分
四
厘

並
便
り
代
弐
分
四
厘

金
子
入
代
壱
匁

別
飛
脚

一
同

壱
通

三
時
切
代
六
拾
目

四
時
切
代
四
拾
目

六
時
切
代
弐
拾
目

前
日
八
ツ
時
頃
出
ス
翌
五
ツ
時
前
後
着
ス

一
封
状
壱
通

出
口
走
代
三
百
四
拾
八
文

前
日
八
ツ
時
頃
出
ス
翌
九
ツ
時
前
後
着
ス

店
走
代
弐
百
文

出
着
之
所
同
断

一
肴
籠
壱
り

同

代
五
百
文

八
百
文
迄

但
登
木

中
ヘ
至
ル
迄

同

代
弐
百
文

右
明
治
三
午
年
四
月
定

出
口
走
り
の
特
急
に
対
し
、
急
行
に
相
当
す
る
の
が
店
走
り
で
、
大
阪
を
中
心

に
畿
内
・
播
磨
・
西
国
筋
に
向
け
て
の
早
便
り
と
し
て
発
達
し
た
。

店
走
り
の
意
味
は
、
店
自
身
の
飛
脚
が
直
接
配
達
便
を
持
参
し
た
。
ま
た
、
相

仕
関
係
で
あ
れ
ば
飛
脚
同
士
の
店
継
ぎ
で
行
わ
れ
て
い
る
。

賃
銀
は
出
口
走
り
の
三
分
の
一
。
客
を
店
内
に
入
れ
る
暇
も
な
く
、
出
口
に
て

配
達
便
を
受
け
取
り
、
す
ぐ
に
駆
け
出
し
た
と
い
う
。

駅
逓
志
稿

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
六
月
飛
脚
賃
銭
ノ
制
ヲ
定
ム

大
阪
便
は
出
口
走
銭
三
百
文
、
店
走
銭
百
文
こ
れ
は
ま
さ
に
体
育
大
会
に
お
け

る
リ
レ
ー
の
バ
ト
ン
の
受
渡
し
と
同
じ
よ
う
に
も
見
え
る
。

並
便
に
対
し
て
早
便
は
急
便
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
中
で
も
特
別
に
仕
立
て
る
特

発
と
定
日
に
発
す
る
も
の
が
あ
り
、
早
序
も
そ
の
一
つ
。

他
に
生
魚
類
も
扱
う
、
五
月
ま
で
は
昼
八
ツ
時
ま
で
に
持
参
す
れ
ば
特
別
に
早

飛
脚
を
出
す
。

別
飛
脚
は
、
そ
の
日
の
内
に
届
け
る
配
達
便
で
、
場
所
や
店
に
よ
り
呼
称
は
違

う
が
二
時
限
と
か
三
時
限
り
と
い
い
、
逓
送
代
は
相
当
高
か
っ
た
。

金
子
入
り
書
状

現
金
銀
の
逓
送
は
手
板
組
に
よ
り
始
め
ら
れ
、
天
明
二
年
（
一

七
八
二
）
十
一
月
に
は
、

武
家
及
市
井
の
雇
主
若
過
分
ノ
大
金
逓
送
ヲ
依
託
ス
レ
ハ
其
住
所
姓
名
ヲ
糺
ス

ニ
非
レ
ハ
之
ヲ
進
送
ス
ヘ
カ
ラ
ス
金
銀
、
荷
物
、
書
状
等
其
届
先
ノ
査
検
ハ
五
ヶ

飛脚と人足



年
以
内
ヲ
限
ル
ヘ
シ
又
其
逓
送
金
銀
ヲ
以
テ
之
ヲ
急
脚
ニ
托
す
ヘ
カ
ラ
ス

現
金
逓
送
は
宰
領
に
依
る
も
の
と
し
、
早
便
で
な
く
定
日
限
で
あ
っ
た
。

注
池
波
正
太
郎

鬼
平
犯
科
帳

文
藝
春
秋
社
、
二

七
年

池
波
正
太
郎

鬼
平
犯
科
帳
の
世
界

文
藝
春
秋
社
、
二

五
年

注

に
同
じ
。

阿
部
善
雄

目
明
し
金
十
郎
の
生
涯

中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年

佐
藤
雅
美

大
君
の
通
貨

講
談
社
、
一
九
八
四
年

佐
藤
雅
美

花
輪
茂
十
郎
の
特
技

文
藝
春
秋
社
、
二

五
年

佐
藤
雅
美

や
く
ざ
者
の
系
譜

本
の
話

、
文
藝
春
秋
社
、
二

五
年

馬
場
文
耕

当
世
武
野
俗
談

、
森
銑
三
他
監
修

燕
石
十
種

第
四
巻
、
中
央
公

論
社
、
一
九
七
九
年

東
随
舎

古
今
雑
談
思
出
草
紙

、
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部

日
本
随
筆
大
成

第

三
期
第
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二

七
年

根
岸
鎮
衛

耳
袋

、
鈴
木
棠
三
編
注

耳
袋

一

平
凡
社
、
一
九
八
三
年

田
中
丘
隅

民
間
省
要

、
滝
本
誠
一
編

日
本
経
済
大
典

第
五
巻
、
明
治
文

献
、
一
九
六
六
年

武
陽
隠
士

世
事
見
聞
録

青
蛙
房
、
一
九
八
一
年

京
都
町
触
研
究
会
編

京
都
町
触
集
成

第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

大
阪
市
役
所
蔵
版

大
阪
市
史

第
四
上
、
清
文
堂
、
一
九
七
九
年

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

大
阪
市
役
所
蔵
版

大
阪
市
史

第
四
下
、
清
文
堂
、
一
九
七
九
年

注

に
同
じ
。

注

に
同
じ
。

柴
田
宵
曲
編

幕
末
の
武
家

青
蛙
房
、
一
九
八
二
年

三
井
高
陽
編

南
三
井
家
交
通
記
録
集

財
団
法
人
国
際
交
通
文
化
協
会
、
一
九
四

年参
勤
交
代
史
料
集
・
御
例
集

柳
沢
文
庫
保
存
会
、
二

六
年

武
家
諸
法
度

御
触
書
寛
保
集
成

岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

読
史
備
要

講
談
社
、
一
九
六
六
年

三
井
高
維
編

新
稿
両
替
年
代
記
関
鍵

考
証
編

柏
書
房
、
一
九
七
一
年

黒
羽
兵
治
郎

大
阪
商
業
史
料
集
成

大
阪
商
科
大
学
経
済
研
究
所
、
一
九
三
九
年

近
松
門
左
衛
門

心
中
重
井
筒

、
鳥
越
文
蔵
・
山
根
為
雄
・
長
友
千
代
治
・
大
橋

正
叔
・
阪
口
弘
之
校
注

近
松
門
左
衛
門
集

小
学
館
、
二

三
年

文
政
七
年

備
忘
録

和
泉
町

鴻
池
屋
新
十
郎
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

文
久
元
年

進
物
控

和
泉
町

鴻
池
屋
新
十
郎
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

嘉
永
二
年

大
福
帳

和
泉
町

鴻
池
屋
新
十
郎
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

文
久
四
年

大
福
帳

和
泉
町

鴻
池
屋
新
十
郎
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

宮
本
又
次

鴻
池
善
右
衛
門

吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年

鴻
池
村
史
編
纂
委
員
会

伊
丹
鴻
池
の
歴
史

大
手
前
女
子
大
学
史
学
研
究
所
、
一

九
九
九
年

高
野
山
上
池
院
の
墓
地
に
て
、
山
中
家
の
墓
が
存
在
す
る
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

流
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
山
中
吉
右
衛
門
・
山
中
新
七
の
墓
が
あ
る
、
と
の
こ
と
。

二

八
年
八
月
二
日
、
上
池
院
の
墓
地
で
吉
右
衛
門
と
思
わ
れ
る
墓
を
確
認
。
吉

右
衛
門
の
上
の
文
字
は
苔
な
ど
が
あ
り
読
め
な
か
っ
た
の
で
不
明
。

寛
延
四
辛
未
歳
二
月
廿
四
日

日
牌
之
証
文

鴻
池
善
右
衛
門

享
保
四
己
亥
暦
八
月
九
日

日
牌
之
証
文

鴻
池
善
右
衛
門

注

に
同
じ
。

鴻
池
合
名
会
社

諸
霊
一
覧
表

二

八
年



飛脚と人足

佐
野
史
談
会
編

唐
金
家
系
譜

一
九
五
二
年

進
物
覚

和
泉
町

鴻
池
屋
新
十
郎
、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

諸
家
書
状
雛
形

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館




